
デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第
十
三
号

総

務

省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
別
表
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重



傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
四
十
条

法
別
表
第
二
の
七
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

第
四
十
条

法
別
表
第
二
の
七
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

る
。

る
。

一

児
童
手
当
法
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

一

児
童
手
当
法
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
適
用
し
、
又
は
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
適
用
し
、
又
は
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
（
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
（
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

同
じ
。
）
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

務

次
に
掲
げ
る
情
報

務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
請
求
に
係
る
支
給
要
件
児
童
（
児
童
手
当
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
給
要
件
児
童

［
新
設
］

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
（
同
法
第
七
条
第

一
項
の
一
般
受
給
資
格
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

ロ

当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
（
他
の
者
の
同
一
生
計
配
偶

イ

当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
（
児
童
手
当
法
第
七
条
第
一
項
の
一
般
受
給
資
格
者
を
い
う
。
以

者
又
は
扶
養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
（
他
の
者
の
同
一
生
計
配

偶
者
又
は
扶
養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
市
町
村
民
税
に
関
す
る
情
報

ハ

当
該
請
求
に
係
る
支
給
要
件
児
童
又
は
当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
に
係
る
住
民
票
に
記
載
さ

ロ

当
該
請
求
に
係
る
支
給
要
件
児
童
（
児
童
手
当
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支
給
要
件
児
童

れ
た
住
民
票
関
係
情
報

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
に
係
る
住
民
票
に

記
載
さ
れ
た
住
民
票
関
係
情
報

ニ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

児
童
手
当
法
第
九
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
児
童

三

児
童
手
当
法
第
九
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
児
童

手
当
又
は
特
例
給
付
の
額
の
改
定
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情

手
当
又
は
特
例
給
付
の
額
の
改
定
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情

報

報

イ

当
該
請
求
に
係
る
支
給
要
件
児
童
及
び
当
該
請
求
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

［
新
設
］

ロ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

児
童
手
当
法
第
二
十
六
条
（
同
条
第
二
項
を
除
き
、
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

六

児
童
手
当
法
第
二
十
六
条
（
同
条
第
二
項
を
除
き
、
同
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

を
含
む
。
）
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
届
出
に
係
る
支
給
要
件
児
童
又
は
当
該
届
出
に
係
る
一
般
受
給
資
格
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

［
新
設
］

ロ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

第
五
十
九
条
の
二
の
二

法
別
表
第
二
の
百
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

第
五
十
九
条
の
二
の
二

法
別
表
第
二
の
百
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
情
報
と
す
る
。

る
情
報
と
す
る
。



一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
子
ど
も
の
た
め
の

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
子
ど
も
の
た
め
の
教

教
育
・
保
育
給
付
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

育
・
保
育
給
付
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
チ

略
］

［
イ
～
チ

同
上
］

リ

当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
、
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

［
新
設
］

ど
も
の
保
護
者
又
は
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

ヌ
～
カ

［
略
］

リ
～
ワ

［
同
上
］

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
二
条
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

前
号
イ

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
二
条
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

前
号
イ

か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

第
一

三

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

第
一

号
イ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

四

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
職
権
に
よ
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る

四

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
職
権
に
よ
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る

事
務

第
一
号
イ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

事
務

第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

五

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

第

五

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

第

一
号
イ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ

七

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ

る
情
報

る
情
報

［
イ
～
チ

略
］

［
イ
～
チ

同
上
］

リ

当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
係
る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
、
当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子

［
新
設
］

ど
も
の
保
護
者
又
は
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
戸
籍
関
係
情
報

ヌ

［
略
］

リ

［
同
上
］

ル

［
略
］

ヌ

［
同
上
］

八

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
が
受
け

八

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
が
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

前
号
イ
か

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

前
号
イ
か

ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

九

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
七
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

第
七

九

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
七
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

第
七

号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

十

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

第

十

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

第

七
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

七
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

十
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
の
職
権
に
よ
る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
変
更
の
認

十
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
の
職
権
に
よ
る
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
変
更
の
認

定
に
関
す
る
事
務

第
七
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

定
に
関
す
る
事
務

第
七
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

十
二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

十
二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

第
七
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

第
七
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

［
十
三
・
十
四

略
］

［
十
三
・
十
四

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下

